
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 

利用料金 

基準額 

（１時間） 

助成額 
実質 

利用料 

平 

日 

午前７時から 

午後８時まで 
６００円 ３００円 ３００円 

上記以外 

７００円 ３５０円 ３５０円 
土曜日、日曜日 

及び休日等 

・宇土市が利用料金基準額の２分１を助成し 

ます。 

・助成対象者は宇土市内に住所を有する方です。 

・宇土市外の方は利用料金基準額になります。 

 

・保育施設、学童保育の開始及

び終了時子どもを預かること 

・保育施設までの送迎 

・冠婚葬祭、学校行事の際，子

どもを預かること       

・その他、必要と認めるとき 

 

・登録は無料です 

・市が全会員を対象に傷害補償

保険に加入します。 

アドバイザー

ー 

依頼会員 協力会員 

✿一人で悩んでいないで気軽

に相談してください 

✿協力会員さんが子育てを     

応援してくれますよ 

 

①  依頼会員からセンターへ援助の申し込み 

   （初回は、活動の一週間前までに）  

（２回目以降は３日前までに） 

② センターから協力会員へ援助の打診 

   事前打ち合わせ (お互いの顔合わせ) 

③ 援助活動・報酬支払い 

（協力会員は市に利用助成金申請書を提出） 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 
 

 
 

≪お問い合わせ先≫ 

 

・宇土市ファミリーサポートセンター 

住所：宇土市南段原町１６４−３ 
（宇土市保健センター内） 

 

℡ ０９６４－２２－１１１１ 

（内線８１８） 

開設時間 火曜日～土曜日 

      ９：００～１７：００ 

       

宇土市役所こども家庭センター 

TEL  0964-27-3322 

 
 

 

 

宇土市ファミリー 

サポートセンターとは？ 

 

 

依頼会員 

育児のお手伝いをしてほしい方 

宇土市在住、または宇土市に勤務し

ている方。おおむね生後３か月から

小学３年生までの子どもが対象 

 

協力会員 

育児のお手伝いを行いたい方 

宇土市在住の２０歳以上の方で、自

宅で子どもを預かることができる方 

協力会員養成講座を受講された方 

 

両方会員 

援助をうけることと行うことの両方

を希望される方 

子育ての援助を受けたい方と援助を

行いたい方が会員になり、お互い助

け合う会員制の相互援助組織です。 

 

センターのアドバイザーが 

お世話します。 


